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加
入
者
と
し
て
保
険
料
の
請
求
が
続

き
ま
す
。
ま
た
、
誤
っ
て
国
保
の
保

険
証
を
使
用
し
た
場
合
、
費
用
を
返

還
し
て
も
ら
う
場
合
が
あ
り
ま
す

し
て
く
だ
さ
い
。

　
国
保
の
加
入
・
脱
退
手
続
き
は
、

勤
務
先
な
ど
で
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
。

左
表
の
事
実
が
発
生
し
た
日
か
ら
　１４

日
以
内
に
、
国
民
健
康
保
険
グ
ル
ー

　
保
険
料
の
納
付
書
は
、
第
１
期
分

か
ら
第
　
期
分
ま
で
を
６
月
に
ま
と

１０

め
て
送
っ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
保
険
料
に
更
正（
変
更
）

が
あ
っ
た
場
合
は
、
手
続
き
の
あ
っ

た
翌
月
に
変
更
後
の
納
付
書
を
ま
と

め
て
送
っ
て
い
ま
す
。
変
更
後
の
納

付
書
は
、
納
付
書
が
届
い
た
月
の
保

険
料
の
支
払
い
か
ら
使
用
し
て
く
だ

さ
い
。
も
し
変
更
さ
れ
た
月
以
降
の

保
険
料
を
変
更
前
の
納
付
書
で
納
付

す
る
と
、
保
険
料
に
過
不
足
が
生
じ

る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
市
は
、
保
険
料
を
納
付
し
た
す
べ

　
日
本
で
は
、
す
べ
て
の
人
が
安
心

し
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
、
国
民
皆

す
。
色
が
現
在
の
「
若
竹
色
」
か
ら

「
藤
色
」
に
変
わ
り
ま
す
。

　
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い
世
帯

に
は
、
新
し
い
保
険
証
を
　
月
中
に

１１

簡
易
書
留
郵
便
で
世
帯
主
あ
て
に
ま

と
め
て
郵
送
し
ま
す
。

　
保
険
証
が
届
い
た
ら
、
ま
ず
「
交

付
日
前
有
効
」
の
記
載
の
有
無
に
つ

い
て
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
記
載
の

あ
る
も
の
は
届
い
た
日
か
ら
、
記
載

の
な
い
も
の
は
　
月
１
日
か
ら
使
用

１２

で
き
ま
す
。
な
お
、
現
在
の
保
険
証

の
有
効
期
限
は
　
月
　
日
で
す
。

１１

３０

　
新
し
い
保
険
証
は
、
今
ま
で
と
同

じ
紙
カ
ー
ド
様
式
で
、
１
人
１
枚
で

プ（
市
役
所
本
庁
舎
１
階
）ま
た
は
各

支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、

ア
ク
タ
西
宮
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
土
・

日
曜
、
祝
日
を
除
く
）
に
届
け
出
て

く
だ
さ
い
。
事
前
に
手
続
き
を
す
る

　
国
民
健
康
保
険
（
以
下
、
国
保
と
い
う
）
は
、
職
場
の
健
康
保
険
な
ど

に
加
入
し
て
い
な
い
人
を
対
象
と
し
た
公
的
医
療
保
険
制
度
で
す
。
医
療

機
関
で
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
（
以
下
、
保
険
証
と
い
う
）
を
提
示

す
れ
ば
、
一
定
割
合
の
自
己
負
担
で
診
察
や
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
状
況
に
応
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
給
付
制
度
も
あ
り
ま
す
。
こ

こ
で
は
、
　
月
に
新
し
く
な
る
保
険
証
の
こ
と
や
、
各
種
給
付
制
度
な
ど

１２

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
※
今
後
、
医
療
制
度
の
改
正
な
ど
に
伴
い
、
お
知
ら
せ
し
て
い
る
内
容

が
変
更
さ
れ
る
場
合
は
、
本
紙
お
よ
び
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ア
ド
レ
ス

は
ペ
ー
ジ
下
参
照
）
な
ど
で
ご
案
内
し
ま
す

保
険
制
度
（
国
民
全
員
が
何
ら
か
の

健
康
保
険
に
加
入
す
る
制
度
）
が
と

ら
れ
て
い
ま
す
。
次
の
①
か
ら
③
以

外
の
人
は
、
原
則
と
し
て
住
所
地
の

国
保
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
　
①
全
国
健
康
保
険
協
会
管
掌
健
康

保
険
（
旧
政
府
管
掌
健
康
保
険
）
や

健
康
保
険
組
合
、
各
種
共
済
組
合
な

ど
の
勤
務
先
の
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
人

　
②
勤
務
先
を
退
職
し
、
①
の
任
意

継
続
被
保
険
者
に
な
っ
て
い
る
人

　
③
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

し
て
い
る
人

　
な
お
、
国
保
と
そ
の
ほ
か
の
健
康

保
険
は
同
時
に
加
入
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
新
た
に
勤
務
先
の
健
康

保
険
に
加
入
し
た
場
合
は
、
速
や
か

に
国
保
を
脱
退
し
、
保
険
証
を
返
却

　保険証の裏面に「臓器提供意思表示
シール」を貼（は）ることにより、臓
器提供に関する意思表示ができます。
　シールを希望する人は、国民健康保
険グループ（市役所本庁舎１階）、各
支所・市民サービスセンター、アクタ
西宮ステーションで受け取ってくださ
い。

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
※
勤
務
先
の
健
康
保
険
な
ど
に
加

入
し
た
と
き
は
、
忘
れ
ず
に
国
保
の

脱
退
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

脱
退
手
続
き
が
な
い
限
り
、
国
保
の

　
保
険
料
を
口
座
振
替
で
納
め
て
い

る
人
は
、
案
内
に
同
封
の
「
口
座
振

替
継
続
の
申
出
書
（
特
別
徴
収
中
止

申
出
書
）
」
に
必
要
事
項
を
記
入
・

押
印
の
う
え
、
国
保
収
納
グ
ル
ー
プ

（
市
役
所
本
庁
舎
１
階
）
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　
※
現
在
、
口
座
振
替
が
行
わ
れ
て

い
る
場
合
で
も
、
期
限
ま
で
に
申
出

書
の
提
出
が
な
け
れ
ば
、
特
別
徴
収

が
開
始
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い

　
保
険
料
を
口
座
振
替
で
納
め
て
い

な
い
人
は
、
案
内
に
同
封
の
「
口
座

振
替
申
込
書
」
に
よ
り
、
申
込
手
続

き
を
金
融
機
関
で
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
口
座
名
義
人
が
世
帯
主
で
な
い

口
座
か
ら
で
も
振
替
可
能
で
す
。

　
な
お
、
申
込
書
を
金
融
機
関
へ
提

出
し
て
か
ら
口
座
振
替
手
続
き
が
完

了
し
、
さ
ら
に
特
別
徴
収
の
中
止
手

続
き
が
完
了
す
る
ま
で
日
数
が
か
か

り
ま
す
。
手
続
き
が
完
了
し
た
ら
ハ

ガ
キ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
特
別
徴
収
の
対
象
に
な
る
人
が
、

口
座
振
替
を
希
望
す
る
場
合
、
下
記

の
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
現

在
、
保
険
料
を
口
座
振
替
で
納
め
て

い
る
人
も
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　
市
は
、
４
月
、
　
月
、
１
月
に
特

１１

別
徴
収
の
対
象
と
な
る
と
思
わ
れ
る

世
帯
主
に
口
座
振
替
手
続
き
に
つ
い

て
の
案
内
を
送
り
ま
す
。
口
座
振
替

を
希
望
す
る
場
合
は
案
内
に
従
っ
て

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　
※
口
座
振
替
申
込
書
は
市
内
の
金

融
機
関
な
ど
に
あ
り

　
【
申
込
に
必
要
な
も
の
】
預
貯
金

通
帳
、
預
貯
金
通
帳
の
届
出
印
、
世

帯
主
の
認
印
、
保
険
証
・
納
付
書
な

ど
被
保
険
者
証
番
号
の
分
か
る
も
の

　
昨
年
　
月
か
ら
、
年
金
を
受
給
し

１０

て
い
る
被
保
険
者
を
対
象
に
保
険
料

の
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引

き
）
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
徴
収
金

額
は
、
市
か
ら
送
っ
た
保
険
料
通
知

書
や
、
年
金
保
険
者
（
日
本
年
金
機

構
な
ど
）
か
ら
送
ら
れ
た
振
込
通
知

書
な
ど
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
特
別
徴
収
に
な
っ
た
人
で
も
申
し

出
に
よ
り
口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
口
座
振
替

を
選
択
し
た
人
も
申
し
出
に
よ
り
特

別
徴
収
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
年
金
受
給
額
な
ど
の
条
件
に
よ
り

特
別
徴
収
に
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
り

ま
す
）
。

て
の
世
帯
を
対
象
に
、
１
年
間
の
納

付
額
を
記
載
し
た
「
納
付
確
認
書
」

を
送
付
し
ま
す
。

　
平
成
　
年
中
の
納
付
額
を
記
載
し

２２

た
納
付
確
認
書
は
、
来
年
１
月
下
旬

に
送
り
ま
す
。
昨
年
　
月
か
ら
始
ま

１０

っ
た
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
分
は
、

納
付
書
や
口
座
振
替
に
よ
る
普
通
徴

収
分
と
分
け
て
記
載
し
て
い
ま
す
。

確
定
申
告
の
資
料
な
ど
と
し
て
使
っ

て
く
だ
さ
い
。

　
保
険
料
を
口
座
振
替
で
納
付
す
る

と
、
金
融
機
関
な
ど
に
行
く
必
要
が

な
く
、
納
め
忘
れ
も
あ
り
ま
せ
ん
。

ぜ
ひ
、
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　
【
申
込
場
所
】
金
融
機
関
（
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局
を
含
む
）

　
受
診
年
度
の
４
月
１
日
に
お
い
て

国
保
に
加
入
し
て
お
り
、
受
診
年
度

に
　
歳
以
上
に
な
る
被
保
険
者
（
厚

４０
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
を
除
く
）

を
対
象
に
「
西
宮
市
国
民
健
康
保
険

特
定
健
康
診
査
」
を
実
施
し
て
い
ま

保険証につい保険証についてて

加入・脱退加入・脱退のの
手続きにつ手続きについいてて

案
内
を
送
り
ま
す
。

　
【
期
間
・
会
場
】
　
月
　
日
～
　

１１

２５

１２

月
２
日
の
午
前
９
時
半
～
午
後
５
時

に
市
役
所
本
庁
舎
２
階
２
５
２
会
議

室
で
（
土
・
日
曜
は
本
庁
舎
正
面
玄

関
か
ら
入
っ
て
く
だ
さ
い
）

　
※
相
談
期
間
中
の
都
合
が
悪
い
人

は
、
祝
日
を
除
く
月
曜
～
金
曜
の
開

庁
時
間
中
に
国
保
収
納
グ
ル
ー
プ

（
市
役
所
本
庁
舎
１
階
）
に
お
越
し

　
保
険
料
滞
納
に
よ
り
保
険
証
を

郵
送
で
き
な
い
世
帯
を
対
象
に
、

「
納
付
相
談
会
」
を
行
い
ま
す
。

対
象
の
世
帯
に
は
事
前
に
文
書
で

く
だ
さ
い

　
※
相
談
の
結
果
に
よ
り
、
有
効

期
限
の
短
い
保
険
証
を
交
付
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
国
民

健
康
保
険
法
の
改
正
に
よ
り
、
市

で
は
高
校
生
世
代
（
　
歳
に
達
す

１８

る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
　
日
ま

３１

で
）
以
下
の
被
保
険
者
に
は
あ
ら

か
じ
め
一
般
の
保
険
証
を
送
付
し

ま
す

納
付
に
つ
い

納
付
に
つ
い
てて

納
付
相
談

納
付
相
談
会会

　
月月
　
日日
～～
　
月
２
月
２
日日

１１１１

２５２５

１２１２

市
役
所
本
庁
舎
２

　
 市
役
所
本
庁
舎
２
階階

納
め
て
い
る
人

保
険
料
を
口
座
振
替
で

新
し
い
保
険
証
を

　
　
　
月
中
に
送
付

１１

現
在
の
保
険
証
の

　
有
効
期
限
は
　
月
　
日

１１

３０

臓器提供の意思表示

【
問
合
せ
先
】
国
保
収
納
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
　
　（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
１
５
６
）

【問合せ先】
国民健康保険グループ
（0798・35・3117）

【問合せ先】
国民健康保険グループ
（0798・35・3117）

国保特集①

必要なもの手続きが必要なとき
印鑑他の市町村から転入した
印鑑、資格喪失証明書、年金
証書（厚生年金・共済年金
等を受給している人のみ）

職場の健康保険を脱退した
または被扶養者から外れた

印鑑、国保の保険証子どもが生まれた
※保険証の即日交付を希望する場合、運転免許証や
パスポートなどの顔写真付き公的証明書が必要です

必要なもの手続きが必要なとき
印鑑、国保の保険証他の市町村へ転出した
国保の保険証、職場の保険
証または職場の保険証に加
入したことを証明するもの

職場の健康保険に加入した
または被扶養者になった

印鑑、国保の保険証、会葬御礼
ハガキまたは葬儀の領収書、葬
祭費の振込口座の分かるもの

国保の加入者が死亡した

印鑑、世帯全員の国保の保険証世帯主が変わった

煙脱退の手続きについて

煙加入の手続きについて

対
象
者
は
無
料
で

　
　
受
診
で
き
ま
す

す
。
対
象
者
に
は
受
診
券
を
送
付
し

て
お
り
、
無
料
で
受
診
で
き
ま
す
。

　
健
診
の
結
果
か
ら
、
メ
タ
ボ
リ
ッ

ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
内
臓
脂
肪
症
候

群
）
の
該
当
者
や
予
備
群
の
人
を
対

象
に
、
保
健
師
・
管
理
栄
養
士
に
よ

る
「
西
宮
市
国
民
健
康
保
険
特
定
保

健
指
導
」
を
実
施
し
ま
す
。
健
康
管

理
の
た
め
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

特
定
健
康
診
査
に
つ
い

特
定
健
康
診
査
に
つ
い
てて

【
問
合
せ
先
】
国
民
健
康
保
険
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
　
　（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
１
１
５
）

納
付
確
認
書

納
付
確
認
書
はは

１
月
下
旬
に
送

　
１
月
下
旬
に
送
付付

昨
年
か
ら
特
別
徴
収

昨
年
か
ら
特
別
徴
収
がが

ス
タ
ー
ト
し
ま
し

　
　
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
たた

年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん

年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん
へへ

納
付
書
は
ま
と
め

納
付
書
は
ま
と
め
てて

送
付
し
て
い
ま

　
　
送
付
し
て
い
ま
すす

納
付
に
は
便
利

納
付
に
は
便
利
なな

口
座
振
替
の
ご
利
用

　
口
座
振
替
の
ご
利
用
をを

特
別
徴
収
か

特
別
徴
収
か
らら

口
座
振
替
に
で
き
ま

　
口
座
振
替
に
で
き
ま
すす

納
め
て
い
な
い
人

保
険
料
を
口
座
振
替
で


